
第 80回接続料の算定等に関する研究会の議論を踏まえた 

一般社団法人テレコムサービス協会ＦＶＮＯ委員会への追加質問及び回答 

（「指定設備卸役務の卸料金の検証の運用に関するガイドライン」に基づく 

検証結果（光サービス卸）及び固定通信分野の特定卸電気通信役務に関する 

規律の運用状況に関するヒアリング関係） 

 

問１ 会合で質問した卸料金とユーザー料金の関係について、補足があれば

教えてほしい。 

（西村真由美構成員） 

 

（テレコムサービス協会ＦＶＮＯ委員会回答） 

○ これまでの卸料金値下げに伴い、ユーザーへの提供料金へ反映したという

事業者は、今回８社から回答のあった事業者のうち、１社のみございました。 

卸先事業者においても、光サービス卸の申込やユーザー情報を管理するため

のデータベースやシステム構築費用や、新規ユーザー獲得のための営業費が発

生しております。そのため、これらの投資費用が未回収の段階においてはユー

ザー料金を値下げできるほどの余裕がない場合もあります。これらの投資費用

が回収された段階にあり、かつ卸料金の値下げ幅がこれまでの接続料のような

大幅な値下げが実現された場合には、ユーザー料金の値下げや、お客さまへの

割引・キャンペーン等の各種施策が講じられる可能性が考えられます。 

なお、ユーザー料金は競争事業者との関係で決定される性質のものであるた

め、必ずしも卸料金とは連動しないものと考えます。 

 

 

問２ 卸料金の値下げが利用者料金の値下げに連動しない事業者が多い理由

として、過去行った投資の回収との関係を指摘していたと思うが、どのよう

な投資を想定しての説明だったのか補足してほしい。 

（西村真由美構成員） 

 

（テレコムサービス協会ＦＶＮＯ委員会回答） 

○ 問１の回答にある通り、例えば、ＮＴＴ東西殿に光サービス卸の申込をする

ためのシステムや、卸先事業者側でユーザー情報を管理するためのデータベ

ースなどの構築費用、営業の獲得コストや広告宣伝費等などが考えられます。 
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問３ 卸先事業者の中には、卸料金の値下げより奨励金の充実を求める声が

あるのか。 

（西村真由美構成員） 

 

（テレコムサービス協会ＦＶＮＯ委員会回答） 

○ 各社からは奨励金の充実より卸料金の値下げを希望している声が多いです

が、事業者の中には奨励金の充実を求める場合もあると思われます。 

 

 

問４ 卸料金の適正性、予見性を高めるため、卸先事業者が求める（例えば、

卸料金と、営業費や接続料との中長期的な関係性に関する）情報が、制度的

に開示されることにより、卸先事業者にとってあるいは市場競争において

どのようなメリットが期待されると考えるか。 

（佐藤構成員） 

 

（テレコムサービス協会ＦＶＮＯ委員会回答） 

○ ＮＴＴ東西殿から光サービス卸のビジネスモデルについて「単年度のコス

ト変動に応じてリニアに料金を連動させる性質のものではない」とのご説明

があったことを踏まえれば、卸料金と、営業費や接続料との中長期的な関係性

等の情報が開示されることにより、これまでよりも卸先事業者側で接続料相

当額の変動に対する卸料金の水準が妥当か否かを卸先事業者において確認す

ることができるようになると考えます。特にＮＴＴ東西殿の光サービス卸の

FTTH 市場のシェアは約 6 割と市場支配力を有しており、かつ接続との代替性

が不十分であるという特殊性を有するため、卸料金と、営業費や接続料との中

長期的な関係性等の情報を開示すべきと考えます。 

実際に卸料金に連動する情報が開示されるのであれば、卸先事業者の投資回

収の見通しが明るくなるとともに、卸料金の価格交渉が活発されることや、交

渉の結果として市場競争も活性化し、利用者料金に反映することが可能となり、

ユーザー利益の拡大につながると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 



問５ ＮＴＴ東日本・西日本より、卸先事業者の意見も踏まえて卸料金が東西

同一であることについて議論を深めていきたいとの発言があったが、どの

ように考えるか。 

（佐藤構成員） 

 

（テレコムサービス協会ＦＶＮＯ委員会回答） 

○ ＮＴＴ東西殿の両社のかかっている費用が異なる事が明確になっているこ

と、またＮＴＴ東西殿間のコスト効率化や経済合理性を高めることにつなが

り、結果的に卸料金の適正性・透明性の担保につながるため、卸料金がＮＴＴ

東西殿同一であることについて議論を深めていくことに賛同いたします。 

議論を行うにあたっては、卸先事業者の意見を確認するだけではなく、現状

なぜ卸料金を同一化しているのか、及び料金の均一化方法についても明らかに

した上で議論を行うべきと考えます。 

なお、ＮＴＴ東西殿の同一卸料金が卸料金の値下げの障害となるなら同一で

ある必要はないと思います。 

また、一部の事業者からは、全国にサービスを提供している事業者としては、

利用者料金においてＮＴＴ東西殿で差はない方が良く、全国一律での利用者料

金を設定していくことを考慮すると、ＮＴＴ東西殿で同一の卸料金の方が望ま

しいとの意見もあります。 

以上 


